
Ｎｏ．９（新規） 

（養徳学区） 

 

要望事項 （優先順位 １） 

養徳学区内の集会所の設置 

 

要  旨 

養徳学区には，集会所がないため，現在，各種団体の会議，行事等は養徳小学校の

「ふれあいサロン」あるいは，体育館を借りています。これから先の高齢社会にも，

気軽で身近に利用できる集会所が地域にとって必要であるため，養徳学区として集会

所の設置を要望します。 

集会所の新設には多額の費用を要することもあり，あらゆる手法を使って負担軽減

について検討を要望します。 

 

 

回 答 

（文化市民局） 

本市では，地域における住民の自主的な活動の拠点としての住民の福祉の向上及

び地域社会の活性化に寄与するため，自治会館等の集会所の新築や改修等につい

て，対象工事費の２分の１の範囲内（上限：新築８００万円・改修等４００万円）

で助成する「集会所新築，改修等助成制度」を実施しております。 

集会所の新築等をお考えの際には，同制度の利用について御検討をいただけたらと

考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 


